
 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1006010
義務教育における、飛び
級制度の導入

義務教育課程において、極めて学力優
秀な生徒においては、飛び級を認める
ものとする。

義務教育課程において、極めて優秀な生徒につき、
教育委員会の推薦および本人ならびに保護者の同
意が得られれば、年一回国が実施する飛び級試験
を受けられる。合格の後は、飛び級が可能となり早
期の卒業が認められる。

現在の法律では、義務教育課程において飛び級制度がなく、
より高いレベルの教育を受けるためには、塾などを活用せざ
るを得ない状況である。その費用が負担出来ない保護者の子
供でも、早い時期により高いレベルの教育を受けることが出
来、将来国や地域を支える人材を育成することが出来る。また
塾等に費やす時間を、家庭内のコミュニケーションや地域ボラ
ンティア等に費やすことが出来、将来、安全で安心の出来る地
域社会を形成することが出来る。

群馬県
社団法人富
岡青年会議
所

文部科学省

1024010
高松市小中一貫教育特区
構想（教員免許の弾力化
構想）

教育職員免許法第３条「各相当の免許
状を有する者」の相当の範囲を一部拡
大し， 小・中のどちらかの免許しか持っ
ていない教員でも小学５年から中学１
年の３学年に限り， 市が設定する一定
の基準をクリアした場合，市から県への
届出等により，小・中の別を越え学級担
任等として指導できるようにする。

高松市で実施予定の小中一貫教育における小・中
間の円滑な接続による教育体制づくりに向け，小・
中教員の相互乗り入れを可能にするため，教育職
員免許法第３条「各相当の免許状を有する者」の相
当の範囲を一部拡大し，小学５年から中学１年の３
学年に限り，市が設定する 一定の基準(例えば，県・
国の研究団体もしくは，国立大学教育学部附属学校
に一定期間在籍し顕著な実績を挙げている，また，
勤務校校長が中学校又は小学校での指導可能と認
める）をクリアした場合，市から県への届出等によ
り，小学校教員は中学校の指導（学級担任を含む）
が，中学校教員は小学校の教科・領域指導及び学
級担任として指導ができるようにする。

県教育委員会の人事配置の実情から考えて，ある学校だけに
配慮した人員配置をすることは不可能である。そこで，今回の
提案を実施することで，小・中学校の教員が，小学５年生から
中学１年生まで継続して指導することが可能となる。それによ
り，子どもがそれまでの教師との安定した人間関係の中で中
学校生活を迎えることができる。そのことで，小から中へ進学
する不安の解消と意欲の維持ができ，ひいては学力の向上に
つながる。さらに，新設統合小・中学校以外の学校における小
中連携に寄与すると思われる。

香川県 高松市 文部科学省

1024020
高松市小中一貫教育特区
構想（臨時免許の授与に
係る規制緩和）

教育職員免許法第５条第５項の臨時免
許状の授与条件を拡大し，小中一貫教
育を実施するために必要な場合は，
小・中のどちらかの免許しか持っていな
い教員でも，市が設定する一定の基準
をクリアした場合は市から県への内申
により臨時免許を授与することで，小・
中の別を越え学級担任等として指導で
きるようにする。

高松市で実施予定の小中一貫教育における小・中
間の円滑な接続による教育体制づくりに向け，小・
中教員の相互乗り入れを可能にするため，教育職
員免許法第５条５項の臨時免許状の授与条件として
「普通免許状を有する者を採用できない場合」以外
に，小中一貫教育を実施するために必要な場合は，
小学５年から中学１年の３学年に限り，市が設定す
る 一定の基準(教員免許の弾力化構想と同じ内容）
をクリアした場合，市から県への内申により当該教
員に臨時免許を授与することで，小学校教員は中学
校の指導（学級担任を含む）が，中学校教員は小学
校の教科・領域指導及び学級担任として指導ができ
るようにする。

県教育委員会の人事配置の実情から考えて，ある学校だけに
配慮した人員配置をすることは不可能である。そこで，今回の
提案を実施することで，小・中学校の教員が，小学５年生から
中学１年生まで継続して指導することが可能となる。それによ
り，子どもがそれまでの教師との安定した人間関係の中で中
学校生活を迎えることができる。そのことで，小から中へ進学
する不安の解消と意欲の維持ができ，ひいては学力の向上に
つながる。さらに，新設統合小・中学校以外の学校における小
中連携に寄与すると思われる。

香川県 高松市 文部科学省
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 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1024030
高松市小中一貫教育特区
構想（特別免許の授与に
ついて）

教育職員免許法のうち，特別免許状の
授与において，学校現場の教職員の勤
務実績を把握しやすい市教育委員会
や所属校校長の意見を反映・尊重し，
小・中学校教員にも特別免許状を授与
することができるようにする。

高松市で実施しようとしている小中一貫教育の成果
として期待される，小・中間の円滑な接続による教育
体制づくりにおいては，小学校高学年の学級担任が
そのまま中学校の学級担任として教科指導できるこ
とが必要である。そこで，教育職員免許法第５条第２
項・３項の特別免許状授与については，現場の実情
を把握しやすい市教育委員会や所属校校長の意見
を反映・尊重し，市教育委員会等の意見も任命権者
の推薦と同様の効力を持つようにし，小・中学校教
員にも特別免許状を授与することができるようにす
る。

県教育委員会の人事配置の実情から考えて，ある学校だけに
配慮した人員配置をすることは不可能である。そこで，必要に
応じて特別免許状を授与することで，小・中学校の教員が，小
学５年生から中学１年生まで継続して指導することが可能とな
る。それにより，子どもがそれまでの教師との安定した人間関
係の中で中学校生活を迎えることができる。そのことで，小か
ら中へ進学する不安の解消と意欲の維持ができ，ひいては学
力の向上につながる。さらに，新設統合小・中学校以外の学
校における小中連携に寄与すると思われる。

香川県 高松市 文部科学省

1024040
高松市小中一貫教育特区
構想（教員免許の弾力化
構想）

教育職員免許法施行規則第３条「教科
に関する科目の単位の修得科目」に規
制されることなく，小学校教員が，これ
までの実績を評価された場合は，現在
所有する中学校免許と異なる教科を，
中学校で指導できるようにする。

高松市で実施予定の小中一貫教育において小・中
教員の相互乗り入れを可能にするため，教育職員
免許法施行規則第３条「教科に関する科目の単位
の修得科目」の規制によるのではなく， 一定の基準
(例えば，県・国の研究団体もしくは，国立大学教育
学部附属学校に一定期間在籍し顕著な実績を挙げ
ている，また，勤務校校長が中学校又は小学校での
指導可能と認める）をクリアした場合，小学校教員
が，現在所有する中学校免許と異なる教科も，中学
校で指導できるようにする。

県教育委員会の人事配置の実情から考えて，ある学校だけに
配慮した人員配置をすることは不可能である。そこで，今回の
提案事業を実施することで，ある教科について，教職生活の
実践を通して専門的指導内容・方法を十分に身に付けた小学
校教員がその教科を中学校でも引き続き指導することができ
る。その結果，子どもがそれまでの教師との安定した人間関
係を保ちつつ，教育現場での豊富な知識を基にした教育を受
けることができ，小から中へ進学する不安の解消と意欲の維
持，学力の向上につながる。さらに，新設統合小・中学校以外
の学校における小中連携に寄与すると思われる。

香川県 高松市 文部科学省

1024050
高松市小中一貫教育特区
構想（小学校教員の中学
生への懲戒権の拡大）

小中一体型施設における小中一貫教
育において，小学校の教員免許しか
持っていない教員でも，同施設内で一
緒に学校生活を送る中学校生徒に対し
て，教育上必要がある場合は懲戒を加
えることができるようにする。

高松市で実施予定の小中一体型施設における小中
一貫教育に限り，学校教育法第１１条の内容に従っ
て，小学校の教員免許しか持っていない教員でも，
同施設内で一緒に学校生活を送る中学校生徒に対
して，教育上必要がある場合は懲戒を加えることが
できるようにする。

高松市で実施予定の小中一体型施設における小中一貫教育
においては，たとえ，中学校の免許を持っていない教員といえ
ども，学校生活上，中学生徒に懲戒を加える必要が出てくると
思われる。そこで，小中一体型の施設の学校に限って，懲戒
を加えることを認めることで，全職員で児童生徒の健全な発達
について寄与することができる。また，保護者への免許を持っ
ていない小学校教員が中学生徒に懲戒を加えることでの，生
徒や保護者とのトラブルを防ぐことにもなる。

香川県 高松市 文部科学省
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 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1029010
学校運営協議会の権限強
化

学校運営協議会の権限については、そ
の影響力、効果はきわめて小さく、教育
委員会が有する学校運営の権限の一
部を委譲することで学校運営協議会の
権限を強化する。地域の声を学校教育
に直接反映させることで、地域の自由
な発想により学校を運営し、地域から
の教育再生を進める。

（事業内容）
１．地教行法第47条の5第4項及び第5項の権限の強
化（第3条と同様に学校運営及び職員採用・任用に
ついて協議会の承認を必要とする）
２．教科書採択に関して、採用する教科書について
協議会の承認を必要とする。
(効果)
教育委員会が、学校運営に関する承認権の一部を
協議会に付与することにより、市民自治の本旨に基
づき、市民が責任を持って学校運営に取り組むこと
ができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に基
づく学校運営協議会については、付与されている権限が不十
分であり、教育委員会の諮問機関を超えるものではない。最
近設置された教育再生会議においても「家庭や地域の教育力
向上」が検討事項として提示されているが、本市の提案は地
域が積極的に学校運営へ参画し、住民に権限とそれに伴う責
任を付与することで住民に自覚を促すものであり、本市の提
案はこの提示に対する１つの試案足りえると考えるものであ
る。過去の提案時の回答において、随所に「教育委員会が首
長や学校運営協議会の意向を充分踏まえることで実現可能」
との見解をいただいているが、本市は、単に学校運営に対し
て実質的に関与可能とするだけではなく、｢承認する」と明文化
し法制度として保障することに大きな意義があると考えるもの
である。（別途資料添付）

岐阜県 多治見市 文部科学省

1029020
学校運営協議会委員任命
についての市長の関与

学校運営協議会は指定学校の運営方
針に対し承認を与える等の権限を有し
ており、協議会委員の任命権限は教育
委員会が有しているが、学校は地域の
財産であり、教育に関する住民の関心
は高く、委員の任命について市長の関
与は不可欠であるので、学校運営協議
会の委員の任命に関して市長の承認を
得るものとする。

学校運営協議会委員の任命について市長の承認を
得る。

地域参加による学校運営を進める場合、地域住民が学校運
営協議会委員として参加することは勿論のこと、協議会委員
の構成についても地域の意向が充分に反映されているもので
なければならないし、そのためには、委員の任命について「市
長の承認を必要とする」と明文化することが必要であり、「法制
度として（権限を）保障する」ことに意義があると考えるもので
ある。
また、平成17年12月9日付け地方制度調査会の答申書の中に
おいても、「地域住民の意向の反映はむしろ公選の長の方が
より適切になしうると考えられる」とされているところである。
特区制度とは、限定された範囲内で実証実験的に試行し、そ
の結果について検討を行う場所であると理解しているがこの
限定的な枠の中で権限として付与し、比較検討を行うことは今
後の協議会制度を運営していく上で非常に有効であると考え
る。

岐阜県 多治見市 文部科学省

1029030
教育委員会の社会教育に
関する権限を、市長へ移
譲する特区

現行制度上、教育委員会が持つ社会
教育に関する権限を、自治体の判断に
より市長に移譲することを可能とする。

先の第9次提案においてＦ回答とされた案件である
が、具体的な検討にあたり少なくとも次の件につい
ては実現可能とされたい。
社会教育法（昭和24年号外法律第207号）に定める
市町村教育委員会の事務（社会教育法第5条）
関係行政庁等に資料提供を求める権限（同第8条）
社会教育主事及び主事補の設置（同第9条の2）
社会教育関係団体に対する専門的技術的指導又は
助言、事業に必要な物資確保等（同第11条、11条第
2項）
社会教育委員の委嘱、助言に関する事務（同第15・
17条）
公民館事業又は行為の停止、運営審議会委員の委
嘱（同第30・40条）
社会教育のための学校施設利用の許可、講座開設
（同第45・48条）

自治体において、社会教育に関する事務を市長部局で効果
的に運営していくために、少なくとも市長に移譲可能とすべき
項目を提案するものである。さらに、首長の明確な責任と判断
のもとで事務を行うため、規則制定権や図書館・公民館等の
職員の任命権についても移譲可能とすべきである。

岐阜県 多治見市 文部科学省
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 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1037020
点字図書館における録音
図書の貸し出し要件の緩
和

著作権法において「専ら視覚障害者向
け」に限定されている貸し出し対象者に
ついて、「視力の衰えた一般の高齢者
等にも貸し出し可能」であることを明確
化する。

　北九州市視覚障害者情報提供施設（市立点字図
書館）では、現行法に基づき、著作者の許諾なしに
録音図書を作成し、視覚障害者に限って貸し出し業
務を行うことができる。
　視力が衰えた一般の高齢者にも許諾なしに貸し出
し可能であることを明確化することにより、利用者の
ニーズに広くかつ効率的に対応できるようにする。

　「視覚障害者」の基準が明確でないため、北九州市では身体
障害者手帳の有無をもって視覚障害者の客観的な判断基準
としている。したがって、視覚障害と同等レベルの視力であっ
ても身体障害者手帳を交付されていない人や、視力の衰えた
一般の高齢者に対しては、貸し出しを行っていない。
　このため、通常の活字本は読むことが困難であり、録音図書
を必要としている方々に対して事実上貸し出しが制限されるこ
ととなる。
　そこで、新たに定めた判断基準をクリアすることを条件とし
て、身体障害者手帳を持たず視覚障害者とみなされない視力
の衰えた一般の高齢者等に対しても著作者の許諾なしに貸し
出し可能であることを明確化することが必要である。

福岡県 北九州市
文部科学省
厚生労働省

1037060
教員免許制度の緩和によ
る小・中学校間の連携強
化

中学校又は高等学校の教諭の免許状
を有しており、当該保有免許に相当す
る学校での一定期間の実務経験があ
り、且つ学級運営・生徒の生活指導等
に優れた能力を有すると市町村教育委
員会が認める者については、小学校の
相当する教科についての指導だけでな
く、（学級担任を含めた）小学校での指
導全般ができることとする。

各自の個性が現れ、興味・関心が分かれてくる小学
校高学年において、児童の授業への関心・集中力を
高めるため、中学校教員（＝中学校経験者）による
専科指導の充実など、指導方法の多様性を確保す
ることができる。・児童の心身の発達に関する変化
に対応するため、小学校教員と中学校教員（＝中学
校経験者）がチームを組んで指導に当たるなど、より
柔軟な指導体制を敷くことができる。
なお、小学校における教科指導については、市町村
教育委員会が責任を持って、当該教員のスキルアッ
プのための研修等を適宜実施するものとする。

小・中学校においては、小学校が全教科担任制、中学校が教
科担任制であることから、これまで相互の連携は難しい面が
あった。しかしながら現在は、中学校において不登校生徒が
増加しているなどの実態があり、小・中学校の接続の部分に
問題が生じているのではないか、との指摘もある。こうした状
況に対応するうえで、小・中学校間の教員の人事交流を促進
することは有効な手段であり、当該規制緩和により小・中学校
間の人事交流が促進され、連携が強化されることにより、指導
方法の多様性を確保することができ、また、より柔軟な指導体
制を敷くことができる、といった効果が期待できる。

福岡県 北九州市 文部科学省

1045010
公民館事務に関する権限
の移譲

教育委員会が担当する社会教育分
野、特に公民館の整備・管理事務につ
いて、地方公共団体の判断により首長
が担当できるようにする。

・公民館の整備・管理権限を教育委員会から首長へ
移譲し、住民の多様な活動拠点として活用する。

現行制度上、教育委員会が担当することとされてい
る社会教育に関する事務については、地方自治法１
８０条の７によれば、教育委員会から普通地方公共
団体の長への委任はできず、首長の補助機関たる
職員等への事務委任に留まっている。社会教育に
関する事務、特に公民館の整備・管理事務に関し
て、予算編成権や条例制定権を有する首長の明確
な責任と判断で行えるようになることで、多様な住民
ニーズに的確・迅速に対応できるようになり、より効
果的・効率的な公民館運営が可能となる。

　社会教育に対する住民ニーズは時代の変化とともに多様化
してきている。現在、住民から公民館に対して教育委員会と市
長部局の両方に関連する要望があり、迅速かつ効率的な対
応が困難となっている。これらを解消し、住民サービスを向上
させるためには、住民の代表である首長のもとに公民館を一
元化させることが必要である。
　また「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平
成18年7月7日閣議決定）においても「教育委員会制度につい
ては、十分な機能を果たしていない等の指摘を踏まえ、教育
の政治的中立性の担保に留意しつつ、当面、市町村の教育
委員会の権限（例えば、学校施設の整備・管理権限、文化・ス
ポーツに関する事務の権限など）を首長へ移譲する特区の実
験的な取組を進める（略）」とされている。
　以上のことから社会教育施設である公民館の整備・管理権
限を教育委員会から地方公共団体の長へ移譲することを求め
るものである。

香川県 善通寺市
総務省
文部科学省
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 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1046010
国立大学法人による出資
の対象の拡大

現行制度においては、国立大学による
出資の対象は特定大学技術移転事業
を実施する者に限られているが、これを
当該国立大学における研究活動等の
成果であって地域の再生や新しい地域
産業の創出につながるものを活用した
事業を実施する者又は実施しうる者に
まで拡大する。

国立大学を地域再生のエンジン、地域の新産業のイ
ンキュベーターとして位置づけ、学部、学科、研究室
等にとらわれずに国立大学としての総合力を発揮し
て、地域のマーケティング、地域の産品のマーケティ
ング、ブランディング、新たな地域ビジネスモデルの
構築、海外への展開、当該事業に関するコンサル
ティング等の地域再生に係る事業を、民間事業者と
の共同出資による株式会社等の設置、株式会社等
への出資又は民間事業者が行う事業への出資を通
じて効果的に推進する。

現行制度では、国立大学が業務として出資を行うことができる
のは、特定大学技術移転事業を実施する者に対してのみであ
り、それ以外の事業であって当該大学の研究活動の成果の活
用が可能な事業への出資を行うことはできない。しかし、地域
と連携した大学の役割という視点からすると、地域の再生や
新しい地域産業の創出につながる研究活動等の成果の方が
出資の対象としてはより需要が大きいものと考えられる。ま
た、国立大学の自由な事業活動という観点からしても、出資の
範囲を限定することは妥当ではない。なお、出資の対象を拡
大した場合の弊害については、自ら事業活動を行った場合に
比べて出資による方がリスクが軽減されるのみならず、現行
制度において、国立大学が法に基づく出資を行う場合につい
ては、財務大臣への協議を経て文部科学大臣の認可を受け
ることとされており、出資の対象範囲が拡大されたとしても、特
段の弊害は生じないものと考えられる。

東京都
株式会社 三
井物産戦略
研究所

文部科学省

1075010

博物館施設の独立法人化
に向けた地方独立行政法
人法に定める業務範囲の
拡大

地方独立行政法人法に規定されている
業務範囲に関し、「公共的な施設で政
令で定めるもの」に新たに博物館施設
を加えて地方独立行政法人の対象とす
ることにより、市民の財産である館蔵品
等の継続的かつ適正な維持・管理を実
現するとともに、当該施設を核とした都
市経営戦略の展開を通じて施設の有す
るポテンシャルを最大限発揮させ、市
民サービスの向上や地域経済の活性
化を図る。

独立行政法人による博物館施設の設置及び管理運
営によって資料の収集・保管や展示・活用、調査研
究、教育普及などの基幹業務における継続性を確
保する一方、博物館施設群として人材育成の受け皿
となる組織を形成する。この結果招来される集客力
や広告宣伝力の強化、企画展示力にも反映される
専門性の向上、外部資金の導入やコスト削減などス
ケールメリットを活かした経済性の向上、ブランド形
成、NPOや外部人材、大学等専門研究機関との連
携強化など施設の集積効果を今後の都市経営の展
開上の契機となし、市民が享受できるサービスの拡
充はもとより、都市の創造性の向上や経済効果の拡
大を図る。

提案理由：
　本市は、天王寺動物園（大正３年）や市立美術館（昭和１１
年）をはじめ、別紙のとおり国内有数の博物館施設を整備して
きた。
　今年度中の策定を目指している都市戦略上の拠点施設とし
て、左記のような施策効果をねらってこれらの施設の強みを最
大限に引き出して運営していくには、経営基盤の強化ととも
に、資料の保全、調査・研究、展覧会等の企画など基幹業務
における継続性の確保と中長期的な視点をもった事業展開が
不可欠である。しかし、期間を指定する指定管理者制度では
継続性の確保は保証されず、反面、必ずしも地方公共団体が
直接の事業実施主体（直営）である必要はないと考えられる。
　こうした事業特性に鑑みれば地方独立行政法人による博物
館施設の設置及び管理運営が有効と考えられるが、現行法
令では当該施設は対象業務に含まれていないため、地方独
立行政法人化が選択肢のひとつとなるよう制度的な保証を望
むものである。

大阪府 大阪市
総務省
文部科学省

1076011

外国人受け入れを中心と
した専修学校の設立を可
能とする。

現在民間企業による介護福祉士養成
施設の設立は認められていないが、特
区により民間企業による魅力ある複数
の資格取得と再教育を行う介護専門学
校を設立し、教育と就労の提供を行う。
また、外国人による介護従業者を国内
に定着させるため、外国人に対する入
学資格を緩和し、外国人を多く受け入
れ、資格取得を可能とする。

介護従業者は慢性的な不足状態の上に、質の低下
を危惧される状態にあり、今後その充足のため、実
践に重点をおいた教育及び常識力豊かな人材育成
を行うため、介護従業希望者、特に外国人介護従業
者に対して介護福祉士等の資格取得のための専門
学校を民間企業にて運営し、当該施設において就労
場所も同時提供し、彼らの生活の安定を図る。　又、
既資格取得者に対し、認知症介護の専門家として再
教育を行い、ターミナルケアを含む認知症介護の発
展を目指す。

交通の利便性に加え、歴史的文化財も多くある土地でありな
がら、観光面での衰退は著しいものがある。介護施設運営と
同時に民間企業による専門学校設立により、就労と勉学両方
の場を設け、従来の専門学校では不足している教育(外国人
介護従業者には日本文化、慣習を教え、既資格取得者に対し
てはより専門知識教育)を行うことにより、介護従業者の充足
と同時に安定した生活の場を提供し、別紙記載の街づくりと合
わせた国際化と地域の活性に結びつけようと考えるものであ
る。

奈良県
ウェルコンサ
ル株式会社

文部科学省
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 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1080010
医学部入学定員要件の緩
和

「医師の需給に関する検討会報告書」
（平成18年7月28日）の内容を踏まえ、
人口に比して国公立大学医学部等の
定員が少ない県に対して、定員の暫定
的な調整を容認し、現定員とは別枠の
定員を認める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づける医師に
ついては、現定員とは別枠の定員とすることにより、
へき地における医師不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等において、大学
が入学を許可した者に対し、県内のへき地における
医療従事を前提とした修学資金の貸与を行い、大学
卒業後、県の指定する医療機関で一定期間勤務す
れば修学資金返還を免除することとし、その対象者
については、大学の現定員を増やすことにより対応
する。

○へき地を含む地域における医師の確保は全国的な問題と
なっているが、本県においてもへき地における医師不足は深
刻であり、地域住民が安心できる医療の確保に苦慮してい
る。そのため、医師確保対策の一環として、県がへき地医療
従事を義務づける医師を養成することは有効であり、現行定
員の増が認められる必要がある。
○平成16年の人口100万人当たりの医学部定員は全国平均
59.7人に対して、本県は35.8人（全国41位）と非常に低位にあ
り、本県のように県域が広く、都市部とへき地が混在している
県においては、現行の国の基準では大学の定員増は認めら
れず、本県の医師不足を解消することはできない。

兵庫県 兵庫県
文部科学省
厚生労働省

1080020
医学部入学定員要件の緩
和

新医師確保総合対策での大学医学部
定員増の基準を２次保健医療圏毎に算
定し、基準を満たす地域に新たに派遣
する医師については、現定員とは別枠
の定員を認める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づける医師に
ついては、現定員とは別枠の定員とすることにより、
へき地における医師不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等において、大学
が入学を許可した者に対し、県内のへき地における
医療従事を前提とした修学資金の貸与を行い、大学
卒業後、県の指定する医療機関で一定期間勤務す
れば修学資金返還を免除することとし、その対象者
については、大学の現定員を増やすことにより対応
する。
　なお、本県の２次保健医療圏では、北播磨、西播
磨、但馬、丹波、淡路地域が当該基準を満たすこと
になり、増員した医師は当該圏域の医療機関へ派
遣する。

○へき地を含む地域における医師の確保は全国的な問題と
なっているが、本県においてもへき地における医師不足は深
刻であり、地域住民が安心できる医療の確保に苦慮してい
る。そのため、医師確保対策の一環として、県がへき地医療
従事を義務づける医師を養成することは有効であり、現行定
員の増が認められる必要がある。
○本県のように県域が広く、都市部とへき地が混在している県
においては、現行の国の基準では大学の定員増は認められ
ず、本県の医師不足を解消することはできないため、県全体
ではなく、２次保健医療圏毎による算定を求める。

兵庫県 兵庫県
文部科学省
厚生労働省

1082020
生涯学習行政における教
育委員会と首長の権限分
担の弾力化

市町村教育委員会は、法令に基づき、
学校教育のほか、社会教育、文化、ス
ポーツといった幅広い事務を所掌して
いるが、これらのうち学校教育を除く広
義の生涯学習分野については、市町村
の長と教育委員会の協議のもと、市町
村が定める条例に基づき、市町村の長
が所管できるようにする。

市町村教育委員会は、法令に基づき、学校教育の
ほか、社会教育、文化、スポーツといった幅広い事
務を所掌しているが、これらのうち学校教育を除く広
義の生涯学習分野については、市町村の長と教育
委員会の協議のもと、市町村が定める条例に基づ
き、市町村の長が所管できるようにする。

本市は生涯学習基本構想・基本計画を定め、社会教育、文
化、スポーツ等、生涯学習社会を目指すべく237本の基本施
策を全庁的に展開している。今後、その総合的な推進を図る
ため、改めて市長部局と教育委員会との役割責任分担を見直
していきたいと考えるものである。社会教育法等は、教育委員
会の事務、職務権限について、学校教育分野外のものを個別
詳細に列記している。これらの事務を首長が執行する場合、
地方自治法による補助執行となるため、決裁権限を教育委員
会に残すこととなり、責任が不明確化し、円滑な執行が妨げら
れるおそれがある。昨秋、中央教育審議会において、これら分
野における首長と教育委員会の権限分担弾力化が必要との
答申があったが、同答申は社会教育分野が除外されているほ
か、答申後の法改正等の動きも不明である。よって、本特区
提案を通じて地域の実情に対応した教育、生涯学習の推進を
図りたい。

埼玉県 草加市 文部科学省
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 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1094010

知事の所管事務に係る専
修学校（県立農業大学校
を専修学校化した場合）の
所管を教育委員会所管で
はなく知事所管とすること

専修学校の所管を教育委員会とするの
ではなく、地域の創意を活かした高等
教育を行う専修学校については、必要
に応じて知事部局の所管とするよう規
制緩和すること。具体的には、農業改
良助長法上の組織である農業大学校
（農業者研修教育施設）を専修学校化
した場合は、教育委員会の所管になる
ため、従前どおり知事の所管とすること

農業大学校を知事の所管のまま専修学校に位置付
け、専門性の高い農業教育を実施する。

　知事の権限と責任において運営されてきた農業大学校を高
校生や生産現場のニーズに対応するため専修学校化すると、
教育委員会の所管になることは、長年の実績・ノウハウ等から
みても不合理である。

山梨県 山梨県 文部科学省

1097010
市区町村費負担教職員の
研修期間の弾力化につい
て

「教育公務員特例法」第23条及び第24
条による研修を1年間とせず、複数年(3
年程度)の期間で実施できるよう改正す
る。

　当村では平成17年12月の「東通村「わが村の先生
制度」特区」の認定により、平成18年4月から村費負
担教職員を常勤講師として5名配置している。
　現在は、常勤講師のため教育公務員特例法第23
条及び第24条の規定の適用を受けないが、平成19
年4月からは生涯雇用に基づいた教諭として配置す
る予定であり、同法同条の適用を受け、初任者研修
及び十年経験者研修制度を確立し実施する必要が
ある。
　この研修の期間を1年ではなく、複数年の期間で実
施したいと考える。

　当村では特区認定により、平成18年4月から村費負担教職
員を常勤講師として1年任期で5名配置している。
　また、平成19年4月からは常勤講師ではなく、生涯雇用を基
本とした教諭採用を行う予定である。
　教諭採用となれば教育公務員特例法第23条及び第24条の
適用を受け、初任者研修及び十年経験者研修を実施する必
要がある。
　逼迫財政の中で教育環境充実のため緊急性をもって村費負
担教職員を採用したにも拘わらず、初任者研修として採用初
年度に研修に費やす日数が多大なため、本来職務に支障を
きたす状況になる。
　よって、採用初年度からの活躍が期待される村費負担教職
員の役割に照らし、本研修期間をそれぞれ3年程度に弾力化
して頂くよう提案するものである。

青森県 東通村 文部科学省

1097020
市町村費負担教職員の身
分での校長任用について

市町村費負担教職員の身分のまま校
長任用を可能にするため、「市町村立
学校職員給与負担法」第1条及び「公立
義務教育諸学校の学級編成及び教職
員定数の標準に関する法律」第6条及
び第6条の2を改正する。

　当村では平成17年12月の「東通村「わが村の先生
制度」特区」認定により、平成18年4月から村費負担
教職員を常勤講師として5名配置している。
　また、本年中に常勤講師ではなく、生涯雇用を基
本とした教諭採用制度を確立する予定である。
　現在、「市町村立学校職員給与負担法」第1条第1
号及び「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職
員定数の標準に関する法律」第6条及び第6条の2に
基づき、校長は県費負担とされているが、将来的に
村費負担教職員を校長任用したいと考えているもの
である。

　当村では平成18年4月から村費負担教職員を常勤講師とし
て1年任期で5名配置している。
　また、平成19年4月から生涯雇用を基本とした教諭採用を行
う予定である。
　現在、「市町村立学校職員給与負担法」第1条第1号及び「公
立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関す
る法律」第6条及び第6条の2に基づき校長は県費負担とされ
ているが、市町村費負担教職員の採用が可能な現在の状況
において、県費負担教職員にのみ校長任用の道があるのは
妥当ではないと考える。
　当村では村費負担教職員を育て、将来的に校長任用したい
と考えており、市町村費負担教職員における校長任用が可能
になるよう提案するものである。

青森県 東通村 文部科学省
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 08　文部科学省　検討要請

提案事項
管理番号

具体的事業を実現するた
めに必要な措置
(事項名)

提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1099010
公の施設の一元的な設
置・管理の容認

学校、公民館、文化交流施設など、教
育委員会が所管する施設の整備や管
理運営を、市長が行えるようにするこ
と。
教育財産の管理を、市長が行えるよう
にすること。

 市長部局や教育委員会の組織的な縦割りを超え
て、市が設置する公の施設の整備や管理運営、教
育財産の管理を、市長が一元的に行えるようにす
る。
　現状では、執行機関ごとに施設を整備・管理運営
をしているため、一つの市の施設であっても、一体的
な管理運営をすることが認められておらず、教育財
産についても市長が管理できない状況である。この
ため、一つの市役所の中でも、市長部局と教育委員
会とのそれぞれで施設や財産を管理する担当者を
配置するなど、決して効率的な行財政運営に結びつ
いているとは言えない状況にある。
 本提案は、こうした二重行政の弊害を改善し、小規
模な自治体での効率的な行財政運営につながるも
のである。

提案理由：本市では、より効率的な施設管理を行うために、市
が設置している施設の一元的な管理ができないか検討してい
るところである。しかしながら、市が設置した施設でも、市長が
管理できない施設が法律で定められている。そこで、本提案
が措置されることにより、市長が施設管理をひとつの担当セク
ションで管理できるうえ、教育行政サイドは、施設管理業務か
ら開放され、地域の教育課題の解決につながる業務に集中で
きるので、それぞれの専門性に特化した業務が執行され、より
高い総合的な行政サービスにつながる。

代替措置：本市では、市民センター構想のもと、市長と教育委
員会が、それぞれの独立性と自主性を相互に尊重しつつ、市
長の所轄の下に相互の連絡を図り、一体として行政機能を発
揮するよう協力する体制が整っているので、教育施設の管理
を市長が担うことは可能である。

岩手県 遠野市
総務省
文部科学省

1099030
市長による教育機関の職
員の任免の容認

市の職員のすべての任免を市長ができ
るようにする。

 市の職員のすべての任免を市長ができるようにす
る。
 教育委員会事務局の職員や市が採用している教育
機関の職員の任免は、教育委員会が所掌することと
されているため、小さな自治体でも、人事関係の業
務は、市長と教育委員会とそれぞれ配置しなければ
ならず、効率性に欠ける面がある。
 本提案は、教育機関の職員の任免を市長ができれ
ば、人事業務を専門セクションに集約することができ
るようになるので、より効率的な行財政運営につな
がる。

提案理由： 本市では、10年以内に市の職員数の20%削減を掲
げている。その中でこれまで以上に教育行政の充実を図るた
めには、市の職員の任免等の事務を市長のもとに集約し、教
育行政サイドには、教育に特化した業務を執行してもらうこと
が必要。また、それぞれの業務が、集約されていくことで、より
効率的な行政運営につながる。

代替措置：市長部局の人事担当セクションにおいて、教育機
関の職員の任免に関する業務を所掌する。

岩手県 遠野市 文部科学省

1099040
市長による教育機関の職
員の任免の容認

市の職員のすべての任免を市長ができ
るようにする。

 市の職員のすべての任免を市長ができるようにす
る。
 公民館の職員の任免は、現行制度では、教育委員
会が所掌しているが、これを市長が任免できるよう
にすることで、人事業務を専門セクションに集約でき
るようになるので、効率的な行財政運営が図られ
る。

提案理由： 本市では、10年以内に市の職員数20%削減を掲げ
ており、その中でこれまで以上に効率的な行政運営を行うた
めには、人事等任免関係の業務をひとつに集約していくことが
望ましい。
また、本市では、市民センター構想のもと、30年以上もの間、
市長（地域生活）と教育委員会（社会教育）とが、相互に尊重
しつつ、市長の所轄の下に相互の連絡を図り、一体として行
政機能を発揮するよう協力する体制が整っている。この理念
のもと、それぞれの専門性に特化した業務に集中できる環境
を整えることで、地域生活や社会教育に関する行政サービス
の充実につながる。

岩手県 遠野市 文部科学省
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提案事項
管理番号
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提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
都道府県
名

提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1099050
市長による公民館運営審
議会の委嘱の容認

市が委嘱する公民館運営審議会委員
の委嘱を市長ができるようにする。

 市が委嘱する公民館運営審議会委員の委嘱を市
長ができるようにする。
 本市では、市民センター運営協議会を設置している
が、公民館運営審議会委員として委嘱しているた
め、現行制度では、教育委員会が所掌している。こ
れを市長が任免できるようにすることで、人事業務
が専門セクションに集約され、業務を執行できるよう
になるので、効率的な行財政運営が図られる。

提案理由： 本市では、市民センター構想のもと、30年以上も
の間、市長（地域生活）と教育委員会（社会教育）とが、相互に
尊重しつつ、市長の所轄の下に相互の連絡を図り、一体とし
て行政機能を発揮するよう協力する体制が整っている。また、
本市では、この理念のもと、市民センター運営協議会を設置し
ているが、現行法の中では、市長が委員の委嘱をすることが
できない。本提案が措置されることにより、遠野の地域特性で
もある市民センター構想の理念が、また一歩前進することにつ
ながりるものと考えられる上、人事に関する業務の集約が図
られ、効率的な行財政運営にもつながる。

岩手県 遠野市 文部科学省

1106010
外国資格の取得をもって
大学の単位に振り替える

大学設置基準が単位として振り替える
ことを認めている「卒業論文、卒業研
究、卒業制作等の授業科目」の中に、
米国の医師国家試験であるUSMLEの
合格等を含める規制緩和を行う。

医学部医学科に在籍する学生が、米国の医師国家
試験であるUSMLEに合格するか一定以上のスコア
を収めた場合、在籍する大学の単位を付与する。
USMLE STEP１は基礎医学、STEP２は臨床医学の
範囲から出題されることから、日本の医学部医学科
でこれらに相当する科目を履修しなくても当該科目
の単位を取得できることとする。

将来の海外留学を希望する医学生は、大学の試験勉強と海
外での医師資格を取得するための勉強とを両立する必要があ
り、敷居がかなり高くなっている。しかし、海外での医療経験は
本邦で医師として活躍する上でも大きな意味を持つ。積極的
に海外の文化に触れ、各国の医学生と混じることが国際的に
通用する質の高い医療人の育成につながり、ひいては医療や
臨床研究等で活躍する人材の養成を可能とする。
現在、多くの大学がTOEFLやTOEIC等で一定以上のスコアを
達成した場合に当該科目の単位として認定している。これと同
様に、医学部医学科においても米国の医師国家試験である
USMLE等に合格するか一定以上のスコアを収めた者に対して
大学の単位を付与する。

千葉県

特定非営利
活動法人 医
学教育振興
センター

文部科学省

1106020
他大学での単位取得を認
め、それを在籍大学の単
位に振り替え可能にする

収容能力の範囲内で、他大学で行われ
る講義や実習に参加して単位を取得で
きるようにする。また、それを自大学で
該当する科目の単位に振り替えること
を可能とする。

大学間で必要な協定等を締結した上で、医学生が
全部または一部の講義や実習を他大学で受講で
き、それが在籍大学の単位として認められるもの。
具体的には、研究室に配属される場合等で自分の
取り組みたい研究分野が他大学にある場合に、当
該実習期間に他大学での研究活動を行い、単位認
定を受けることを可能とする。

医学部においては自らが所属する大学の内部で固まる傾向
が強く、卒業するまでに他大学の様子を知る機会は乏しい。
マッチング制度が導入されてさまざまな大学を卒業した研修
医が全国各地の研修病院で混じるようになり、モチベーション
が高まっている。このことから、医学部の卒前教育において
も、積極的に他大学との交流を持てるように規制を緩和し、新
たな知の創造を可能とする。

千葉県

特定非営利
活動法人 医
学教育振興
センター

文部科学省
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名
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1106030
学外における実習を単位
として認定する

大学の教育関連施設でない医療機関
において実習を行った場合にも、当該
実習を単位として認定するもの。

大学病院ではない一般の臨床研修指定病院におい
て実習を行った場合に、それを大学病院で行った正
規の実習として読み替えることができるようにする。
具体的には、医学生が大学教官（臨床教授等含む）
が不在の医療施設で実習を行った場合に、学生の
求めによって、実習先の医療機関の担当者が、大学
が策定した評価表等に記載し、大学として達成度を
判断した上で単位認定を行う。

医師臨床研修マッチングの開始から４年目になるが、マッチン
グ参加の前提となる研修病院での実習が、６年生の授業や実
習と重なり、医学生の就職活動が困難となっている例も少なく
ない。このため、希望する進路実現を大学が阻んでおり、一種
のパワーハラスメントであるとの指摘が医学生の間でなされて
おり、このことは初期研修先として大学病院が敬遠される理由
の一つともなっている。このため、大学の教育関連施設ではな
い学外の医療機関で実習を行った場合にも単位として認定す
ることにより、大学のカリキュラムとの整合性を確保しつつ、医
学生の多様な進路実現を可能にする。

千葉県

特定非営利
活動法人 医
学教育振興
センター

文部科学省

1109020
「保幼育士」（仮称）の創設
と資格認定試験の一元化

「認定子ども園」における児童の保育・
養育に携わる要員として、新しい国家
資格「保幼育士（仮称）」を新設し、同資
格の認定試験を一元化する。

「保幼育士」（仮称）の資格認定試験は以下によるも
のとする。①試験の内容は、現行の幼稚園教員資
格認定試験の一次試験及び保育士資格認定試験
（筆記試験と保育実習実技）並びに小論文とする。
②試験は、同日同会場で一元化して実施する。③な
お、現在、幼稚園教員資格を保有している者は保育
士資格認定試験を、保育士資格を保有している者は
幼稚園教員資格認定試験（一次試験のみ）をそれぞ
れ受験する。④また、現在両資格を保有している者
は、「保幼育士」の名称を用いることができる。

①幼保一元化の流れ、とりわけ「認定子ども園」のスタートに
伴ない、教育中心の幼稚園教員と保育中心の保育士の役割
を効果的に融合して遂行できる新しい人材「保幼育士」が望ま
れる。認定試験は、新「保幼育士」に相応しいものとするため
左記の内容とするが、知識偏重にならないよう、幼稚園教員
資格認定試験の二次試験は免状する一方、全人間的な魅力・
コミュニケーｼｮﾝ能力を把握するために小論文を課する。②受
験者の便宜を図るため、認定試験は同日同会場での、１回限
りの試験とする。

東京都

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会

文部科学省
厚生労働省

1109040
LLP(有限責任組合）による
大学院大学の設置

学校設置会社の範囲の拡大
現在、株式会社に認められている大学院大学の設
置を、ＬＬＰ（有限責任組合）にも認める

ＬＬＰは、中小・ベンチャー企業独自の発想・ノウハウと大企業
の安定した経営資源を効果的に融合させることのできる柔軟
な組織体であり、ＬＬＰは、大学院大学の設置運営に財務的に
も経営手腕的にも十分耐えうる。

東京都

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会

文部科学省
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1109140
ストリート・ミュージシャンの
ライセンス制度

現在、公共の場におけるパフォーマン
スに関して条例や道路法などで規制さ
れているので、一定の審査を通過した
パフォーマーにはライセンスを付与し、
公共の場での活動を公認化する。

オーディションなどで審査し、審査通過アーティストに
はライセンスを与え、一般の歩道や公共施設、公共
の場での演奏やパフォーマンスを許可し、料金徴収
や物販なども可能とする。また、著作権使用料は免
除する。

「音楽産業都市」の形成に向けて、道路使用や騒音を巡るトラ
ブルを防ぐだけではなく、町の賑わいを作れる。また、ライセン
スによりアーティストの実力はハイレベルに保たれる事により
地域における芸能文化の発展にも寄与し、アーティストにとっ
ても音楽やパフォーマンスで生活できる環境も整えられる。将
来的には新潟県内の音楽関連情報を総合的に収集・発信す
る活動の核を目指す。

東京都、
新潟県

株式会社 ア
イ・シー・
オー プロ
モーション、
社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会

警察庁

1114010
社会教育、文化財保護に
関する権限の区長への移
管

「地方自治法」第１８０条の８（学校に関
することを除く。）並びに「地方教育行政
の組織及び運営に関する法律」第２３
条第１号、第２号、第３号、第１０号、第
１２号及び第１４号（学校に関することを
除く。）並びに「文化財保護法」、「社会
教育法」及び「図書館法」中、教育委員
会に関する規定を千代田区教育委員
会には適用しない。

教育委員会の職務権限のうち、以下の権限を区長
に移管することにより、社会教育、文化・スポーツに
関する施策をより一層推進する。
①社会教育
②文化財保護
③上記①と②に関連する施設の設置、管理及び廃
止、教育財産の管理、職員の任免その他の人事、
環境衛生

千代田区では、区民の意思や地域特性をより一層反映した区
政運営を行うため、社会教育、文化・スポーツに関する事務を
区長部局が補助執行し、まちづくり、地域コミュニティ活性化、
子育て、高齢者福祉等の区民生活に関連する他の施策と一
体的に取り組んでいる。
しかし、現状では教育委員会に最終的な権限が留保されてい
るため、責任の所在が明確でないという問題がある。
社会教育、文化関連施策は区民生活に密接に関わるもので
あるため、区民の信託を受けた区長が自らの責任において行
う方が適切であり、権限を区長部局へ移管する必要がある。

東京都 千代田区 文部科学省
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